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デジタル遺言方式に
関する検討

中間試案「第１」



民法（遺言関係）等の改正に関する中間試案の補足説明（末尾）より

デジタル遺言案の概要（甲案）



民法（遺言関係）等の改正に関する中間試案の補足説明（末尾）より

デジタル遺言案の概要（乙案・丙案）



新たな遺言の方式
（デジタル遺言）
に対する意見

◦デジタル遺言制度の創設に賛成

◦方式が多すぎると不備が頻発す
る恐れ

◦乙案及び丙案の方向で検討が進
められるべき

意見書「第１」１～２



乙案、丙案を推
す理由

◦保管制度が必要

◦記録媒体の陳腐化、劣化、発見
困難を防ぐ

◦電子データのまま相続手続可能

意見書「第１」２



甲１案について

意見書「第１」４



甲２案について

意見書「第１」５



甲案の改善提案

◦遺言の保管主体は、遺言者自身

◦記録媒体を限定

意見書「第１」３



乙案について

意見書「第１」６



丙案について

意見書「第１」７



保管制度の在り方に
ついて

意見書「第１」８



既存の遺言方式に関
する検討

中間試案「第２」～「第５」



第２自筆証書遺言の
方式要件の在り方

◦ 自書を要しない範囲

◦ 押印要件

民法（遺言関係）等の改正に関する中間試案の補足説明（末尾）より



第３ 秘密証書遺言
の方式要件の在り方

◦ 規律の在り方の方向性

◦ 押印要件



第４ 特別の方式の遺
言の方式要件の在り方

◦ 作成することができる場面の規律

◦ 作成方法の規律



第４ 特別方式の遺言の見直し

民法（遺言関係）等の改正に関する中間試案の補足説明（末尾）より



補足

◦細かい項目は割愛させていただきました。
（日付、加除変更・撤回、遺言能力等）

◦詳細は、意見書をご一読いただければ幸いです。



他団体の意見

ご清聴ありがとうございました

当学会
日本弁護士連
合会

日本司法書士
連合会

東京弁護士会
東京司法書士
会

大阪司法書士
会

全国銀行協会

甲１案 問題あり ○ 問題あり ○ 反対 問題あり 問題あり

甲２案 問題あり 反対 問題あり ○ 反対 問題あり 問題あり

乙案 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

丙案 ○ ○ △ ○ 反対 ○ ○

ウェブサイトで公表されている意見書を参照し、まとめたものです。
「賛成」「反対」と明示されているもの、そうでないものがあります。

分類の不正確な場合もあることをご承知おきください。
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